
⚠こちらは代用可能書類ではありません

厚生年金証書（写）

厚生年金証書（写）
年金の種類：老齢
※遺族年金は不可です



⚠年金見込み額の記載がないものは代用できませんねんきん定期便（写）

代用可能書類

年金見込み額の記載があるもの

※すべて本人の名前の記載があるものに限る

※ねんきん定期便は２種類あるため、ご注意ください



代用可能書類

年金請求書（写） 受付印があるもの

※すべて本人の名前の記載があるものに限る

年金事務所発行の試算表（写）

年金見込み額、受給権発生年月日の記載があるページ



代用可能書類

年金改定通知書（写）・ 年金振込通知書（写）

※すべて本人の名前の記載があるものに限る


